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～ダイレクトメンバーアロケーション～ダイレクトメンバーアロケーション
とは～とは～

対象基準を超える大きなアドレスブロックを
必要とする際に、JPNICのアドレスブロック
からではなく、APNICのアドレスブロックか

ら割り振りを行うサービス
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～現状の問題点１～～現状の問題点１～

• 公平性の問題

　APNICから約3ヶ月分のアドレスしか割り
振られていない為、JPNICでは最大の割り

振りサイズを/16としている。その為、指定
事業者によっては1ヶ月～1ヶ月半で使い
切ってしまい、3ヶ月分割り振られている指
定事業者との間での公平性に欠ける。



Copyright (c) 2001 社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター

4

～現状の問題点～現状の問題点22～～

• 追加割り振り申請の頻度増大

　APNICから約3ヶ月分のアドレスしか割り

振られていない為、指定事業者に対しても、
需要通りのアドレスを割り振ることができな
いケースがある。その為、指定事業者の追
加割り振り申請の頻度が増大してしまう。
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～現状の問題点～現状の問題点33～～

• 経路数の増大
　現在JPNICでは/16以上の割り振りを行な

うことができない為、/16を超えるアドレス
を必要とする指定事業者に対し、連続した
アドレスを割り振る事ができない。

　　　⇒ 経路数の増大を招く

　また、APNICから割り振られる3ヶ月分のア

ドレスでは連続した空間を指定事業者の
為に保留しておくことができない。
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～ダイレクトメンバーアロケーションの～ダイレクトメンバーアロケーションの

メリット～メリット～

• 1度に大きな割り振りをAPNICのアドレスブロックから行う事が
可能となる為、経路数の増大を防ぐことができる。

• 纏まったアドレスブロックをJPNICのプール分から割り振りする
必要がなくなる為、JPNICからの割り振り対象となる/16以下を
割り振る指定事業者に対しても、現状の3ヶ月分ではなく、もう
少し長いスパンでの割り振りが可能となる。

• 纏まったアドレス空間を割り振る事が可能となる為、追加割り
振り申請の頻度が減る ⇒ 指定事業者の負担の軽減

• 審議は日本語で可能な為、APNICへの直接申請する際の審

議のように英語でのやり取りという、わずらわしさがなくなる。

　※審議方法は従来の割り当て審議、割り振り精査と同様となり
ます。
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～ダイレクトメンバーアロケーション～ダイレクトメンバーアロケーション

導入前後の比較～導入前後の比較～

APNIC JPNIC ISP（IP指定事業者） エンドユーザ
210.0.0.0/8 210.188.0.0/14 210.190.0.0/16 210.190.0.24/29

割り当て割り振り 割り振り

申込追加申請追加申請

～現状～
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～ダイレクトメンバーアロケーション～ダイレクトメンバーアロケーション

導入前後の比較～導入前後の比較～

～導入後～

APNIC JPNIC ISP（IP指定事業者） エンドユーザ
210.0.0.0/8 61.112.0.0/14 210.190.0.24/29

割り当て

申込追加申請追加申請
審議

210.190.0.0/16

割り振り

JPNICへの割り振り

ブロックとして扱う

妥当性妥当性
OKOK！！

割り振り

210.190.0.0/16
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～対象基準～～対象基準～

6ヶ月で/15以上の追加割り振りを必
要とする指定事業者
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～割り振り対象期間～～割り振り対象期間～

• 割り振りの対象期間については6ヶ月
を基準ととさせて頂きます。

　※JPNICで精査させて頂き、妥当と思われる期間・サイズ
にて承認させて頂きますので、必ずしも必要な全てのアド
レスが割り振られるわけではありません。
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～料金について～～料金について～

• 手数料

　　手数料は別途頂きません

• 維持料
　現状JPNICより割り振りされているアドレスブロッ

クに include し計算

　※別途APNICの維持料は発生しません。
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～データベース登録について～～データベース登録について～

• 指定事業者のインフラストラクチャおよびユー
ザへ割り当てを行う際は通常通り、JPNICデー
タベースへ登録を行ってください。

• APNICへ別途割り当て報告をする必要はござ
いません。
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ダイレクト・メンバー・アロケーションダイレクト・メンバー・アロケーション

導入後の申請フロー導入後の申請フロー

ダイレクトメンバー
アロケーション用
申請フォームを
使用し追加割り

振り申請

精査の結果、/15
以上を必要とす
る理由が妥当で

ある

通常の割り振りと同様に
JPNICのアドレスブロックよ

り/16以下の割り振り

割り振り精査終了

yes

no

APNICへ追加割り振り依頼
※依頼した際にAPNICより追加

質問がある可能性有り

APNICよりJPNICへ依頼
分のアドレスの割り振り

必要アドレス数
が/15以上

START

JPNICに対して、通常の追
加割り振り申請

当面は/16の割

り振りで賄う事
が可能

割り振り精査

no

no

yes

yes

JPNICより指定事業者へ
依頼分のアドレスの割り

振り

割り当て報告
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14～導入スケジュール（案）～導入スケジュール（案）
について～について～

5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16

1 サ ー ビ ス 仕 様 検 討 2001/8/20 2001/10/31

2
第 1 回 I P 指 定 事 業 者 連 絡 会
（サ ー ビ ス 概 要 説 明 ）

2001/11/9 2001/11/9

3 ドキュメント/申請書作成 2001/11/1 2001/11下旬

4 I P 事 業 部 内 作 業 項 目 ブ レ ー ク ダ ウ ン 2001/11/1 2001/11下旬

5 申 請 書 / 申 請 手 順 ドキュメント公開 2001/11下旬 2001/11下旬

6
第 2 回 I P 指 定 事 業 者 連 絡 会
（サ ー ビ ス 詳 細 / 申 請 手 順 / 申 請 書 ）

2001/11/30 2001/11/30

7 サ ー ビ ス 開 始 2001/12上旬 2001/12上旬

2001年8月 2001年9月 2001年10月 2001年12月2001月11月
I D タ ス ク 開 始 終 了
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15～ドキュメント公開に～ドキュメント公開に
について～について～

ダイレクトメンバーアロケーションに関するド
キュメントを公開する際にはJPNICのトップペー

ジおよび皆様へメールにてご案内させて頂き
ます。

また、11月30日の第2回IP指定事業者連絡会

にて詳細な申請手順、フォームをご報告する
予定です。
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～問い合わせについて～～問い合わせについて～

ダイレクトメンバーアロケーションについ
てのお問い合わせは、以下までお願い
致します。

　query@ip.nic.ad.jp


